
小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱  

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 

３０小環第１４４２号  

（通則）  

第１条  小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金（以下「補助金」

という。）の交付については、市費補助金等の予算執行に関する規則（昭

和３４年小牧市規則第３号。以下「規則」という。）の定めによるほか、

この要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

第２条  補助金は、住宅用地球温暖化対策設備を設置する者に対し、その

経費の一部を補助することにより、家庭の効率的なエネルギー利用を促

進し、もって地球温暖化防止及び脱炭素社会の形成並びに市民の環境に

対する意識の向上を図ることを目的とする。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、別表第１住宅用地球温暖化対策

設備の欄に掲げる設備に応じ、申請日時点において同表要件の欄に掲げ

る要件を満たすもの（以下「設備」という。）のいずれかを設置する個人

であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 第１３条に規定する実績報告書を提出する日において、補助金の交

付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に係る住宅の所在地

で住民基本台帳に記録されている者  

(2) 市税を滞納していない者（転入者にあっては、転入前の市町村にお

いて、当該市町村税を滞納していない者）  

(3) 交付の申請をする設備において、当該者と生計を一にする者が当該

設備に対する補助を受けていない者  

(4) 小牧市暴力団排除条例（平成２４年小牧市条例第１６号。以下「条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）に該当しない者  

(5) 条例第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にな



い者  

（くらしカーボンニュートラルへの入会）  

第４条  住宅用太陽光発電設備（以下「太陽光発電」という。）、家庭用

燃料電池システム（以下「燃料電池」という。）又は定置用リチウムイ

オン蓄電システム（以下「蓄電池」という。）の設置に係る補助金の交

付を受けようとする者は、「くらしカーボンニュートラルクラブ」に入

会しなければならない。ただし、国内における地球温暖化対策のための

排出削減・吸収量認定制度（以下「Ｊ－クレジット制度」という。）に

登録されているその他のプロジェクトに入会している場合は、この限り

でない。  

（補助事業）  

第５条  補助事業は、４月１日から翌年３月１５日までの間に、自らが所

有し、かつ、居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含む。以下同

じ。）に設備を設置すること、自らの居住の用に供するために住宅の新

築をする者が当該住宅に設備を設置すること、第三者が所有する住宅に

居住する者が当該所有者の承諾を得て当該住宅に設備を設置すること又

は設備が設置された新築の建売住宅（以下「建売住宅」という。）を購入

することとする。  

（補助対象経費）  

第６条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、別表第１住宅用地球温暖化対策設備の欄に掲げる設備に応じ、同表

補助対象経費の欄に掲げる経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

とする。  

（補助金の額）  

第７条  補助金の額は、予算の範囲内において、別表第２補助の区分の欄

に掲げる区分及び住宅用地球温暖化対策設備の欄に掲げる設備に応じ、

同表補助金の額の欄に掲げる額（当該額に１ ,０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）とする。  

（交付の申請）  



第８条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

設備の設置工事の着手前又は建売住宅の引渡し前に、あらかじめ小牧市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 太陽光発電に係る設備の設置の場合にあっては、太陽電池モジュー

ルの枚数及び発電出力が確認できる配置図  

(2) 燃料電池、家庭用エネルギー管理システム（以下「ＨＥＭＳ」とい

う。）、蓄電池及び電気自動車等充給電設備（以下「Ｖ２Ｈ」という。）

の設置の場合にあっては、当該設備の型式及び規格が明記されている

製品仕様書  

(3) 新築の戸建住宅のうち、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（以下

「ＺＥＨ」という。）に必要な高断熱外皮、空調設備、給湯設備（燃

料電池を除く。以下同じ。）及び換気設備（以下「高性能外皮等」と

いう。）の設置の場合にあっては、再エネ設備の容量が記載されてい

るＢＥＬＳ（建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示

すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示

に際して販売事業者等が遵守すべき事項（令和５年国土交通省告示第

９７０号）に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する

建築物省エネルギー性能表示制度をいう。）の評価書の写し又はＺＥ

Ｈ基準を満たすことを要件とする国の補助事業（以下「国のＺＥＨ支

援事業」という。）について交付申請をしたことを証する書類（以下

「評価書類等」という。）  

(4) 前号の高性能外皮等のうち、愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入

促進費補助金取扱要領別表に規定する高性能外皮等Ⅱ（以下「ＧＸ高

性能外皮等」という。）の設置の場合にあっては、再エネ設備の容量

が記載されているＢＥＬＳの評価書の写し又は国のＺＥＨ支援事業に

ついて交付申請をしたことを証する書類にＧＸ  ＺＥＨ水準（愛知県

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱別表２に規定す

るＧＸ  ＺＥＨ水準をいう。以下同じ。）の基準を満たすことが記載

されている書類（以下「ＧＸ評価書類等」という。）  

(5) 設備の設置工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し（申請者本



人名義のものに限り、当該契約書により設備の設置について確認でき

ないときは、当該設備の設置が確認できる補足書類を添えたもの）  

(6) 補助対象経費等内訳書  

(7) 設備を設置する住宅の全景の明瞭なカラー写真及び設置予定場所の

明瞭なカラー写真  

(8) 設備を設置する住宅及びその周辺が確認できる地図  

(9) 納税証明書（３月以内に取得したもので、市町村税の滞納がないこ

とが証明されているもの）  

(10) 小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請に係る誓

約書  

(11) 申請者と建物の所有者が異なる場合は、住宅用地球温暖化対策設備

設置に係る同意書  

(12) その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項の申請が予算の範囲を超えるときは、当該申請の受付を

停止することができる。  

（決定の通知）  

第９条  市長は、補助金の交付の決定をしたときは、小牧市住宅用地球温

暖化対策設備設置費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するも

のとする。  

２  市長は、補助金を交付しないこととしたときは、小牧市住宅用地球温

暖化対策設備設置費補助金不交付決定通知書により、申請者に通知する

ものとする。  

（申請の取下げ）  

第１０条  申請の取下げをしようとする者は、第９条の通知（以下「決定

通知」という。）を受けた日から起算して１５日以内にその旨を記載し

た書面を市長に提出しなければならない。  

（工事の着手等）  

第１１条  決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、決定

通知を受けた日以後に設備に係る設置工事に着手し、又は建売住宅の引



渡しを受けるものとする。  

（計画変更等）  

第１２条  補助事業者は、決定通知を受けた後において次の各号のいずれ

かに該当する計画の変更を行うときは、設備に係る設置工事に着手する

前に、小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金計画変更承認申請

書（以下「計画変更承認申請書」という。）に交付申請時に添付した書類

のうち変更となる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。  

(1) 補助金の額の増減  

(2) 補助対象経費等内訳書のうち補助対象経費、設備の型式又は設置数

の変更  

(3) 設備の設置場所又は配置の変更  

(4) 設備の設置の中止  

(5) 太陽光発電で発電した電力の消費方法の変更  

(6) 高性能外皮等又はＧＸ高性能外皮等の仕様の変更に伴う、変更後の

住宅性能が分かる評価書類等又はＧＸ評価書類等の変更  

(7) その他市長が必要と認めるもの  

２  規則第５条から第７条までの規定は、前項の申請があった場合に準用

する。この場合において、規則第７条中「補助金等交付決定通知書（様式

第２）」とあるのは、「小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金計

画変更承認通知書」と読み替えるものとする。  

（実績報告書）  

第１３条  補助事業者は、別表第３住宅用地球温暖化対策設備の欄に掲げ

る設備に応じ、同表補助事業完了日の欄に掲げる日から３０日以内若し

くは市長が別に定める日又は決定通知を受けた年度の３月１５日（この

日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）に当たるときは、

その直前の日曜日等でない日）までのいずれか早い日までに、小牧市住

宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書（以下「実績報告書」



という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 設備の設置に係る補助対象経費の金額の支払が確認できる領収書の

写し  

(2) 別表第３住宅用地球温暖化対策設備の欄に掲げる設備に応じ、同表

添付書類の欄に掲げる書類  

(3) 設備を設置した住宅に居住していることを示す住民票の写し（３月

以内に取得したものであること。）（住民基本台帳に関する公簿を閲覧

されることに同意した場合は、これを省略することができる。）  

(4) 補助金を受けて太陽光発電、燃料電池又は蓄電池のいずれかを設置

した場合は、くらしカーボンニュートラルクラブ入会申込書。ただし、

補助金の申請書においてＪ－クレジット制度のその他のプロジェクト

を選択した場合は、その他のプロジェクトに入会していることを証明

する書類  

(5) その他市長が必要と認める書類  

（決定の取消し）  

第１４条  市長は、規則第１５条第１項の規定のほか、補助事業者が偽り

その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消したときは、小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付取消

決定通知書により補助事業者に通知するものとする。  

３  市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるもの

とする。  

（額の確定）  

第１５条  市長は、補助金の額を確定したときは、小牧市住宅用地球温暖

化対策設備設置費補助金確定通知書により補助事業者に通知するものと

する。  



（補助金の交付）  

第１６条  補助事業者は、前条の通知を受けた日から起算して２０日以内

に小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付請求書（以下「請

求書」という。）を市長に提出するものとする。ただし、最終請求日は、

補助金の交付の決定を受けた年度の３月２２日（この日が日曜日等に当

たるときは、その直前の日曜日等でない日）とする。  

２  市長は、請求書を受け取った日から起算して３０日以内に補助金を交

付するものとする。  

（財産の処分制限）  

第１７条  補助事業者は、別表第３に掲げる補助事業完了日から、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで、補助金の交

付を受けて取得した財産（以下「取得財産」という。）を補助金の交付

目的に反して、使用、譲渡、交換、取壊し又は貸付けをしてはならない。  

２  補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ任意

の様式に処分の理由等必要事項を記載した書類を提出しなければならな

い。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その管理

及び運用の状況を調査することができるものとする。ただし、天災等に

よる破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で補助対象設備を処

分等する場合は、事後の提出でよいものとする。   

３  補助事業者は、取得財産の処分等により収入があったときは、市長の

承認を得た場合を除き、補助金の全部又は一部を市に返還しなければな

らない。  

４  市長は、第２項による提出があったときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、当該補助事業者に小

牧市住宅用地球温暖化対策設置補助金に係る財産処分承認通知書により

通知するものとする。  

（補助事業者の協力）  

第１８条  市長は、補助事業者に対し、必要に応じて設備に関するデータ



の提供その他の協力を求めることができる。  

（雑則）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事

項及び必要な書類の様式は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

（小牧市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止）  

２  小牧市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成１８年

３月２８日１７小環政第１７５９号）は、廃止する。  

３  この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

同日以前に第８条第１項の規定による補助金の交付の決定を受けた者に

係る補助金の交付等については、なお従前の例による。  

附  則（令和元年３１小環第４９１号）  

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。  

附  則（令和２年３１小環第１７６４号）  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年２小環第１４１７号）  

１  この要綱は、令和３年１月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に改正前の小牧市浄化槽転換推進事業補助金交

付要綱、小牧市民家防音事業補助金交付要綱及び小牧市住宅用地球温暖

化対策設備設置費補助金交付要綱の規定に基づいて作成されている用紙

は、改正後の小牧市浄化槽転換推進事業補助金交付要綱、小牧市民家防

音事業補助金交付要綱及び小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助

金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（令和３年２小環第１９１６号）  

１  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に改正前の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設

置費補助金交付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の



小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規定にかかわ

らず、当分の間、使用することができる。  

附  則（令和４年３小環第１８６２号）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同

日前の申請に係る交付については、なお従前の例による。  

附  則（令和５年４小環第２０８８号）  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同

日前の申請に係る交付については、なお従前の例による。  

附  則（令和６年５小ゼ第３０７号）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同

日前の申請に係る交付については、なお従前の例による。  

３  この要綱の施行の際現に改正前の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設

置費補助金交付要綱の規定に基づいて作成されている用紙（様式第１に

限る。）は、改正後の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交

付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（令和７年６小ゼ第４５０号）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同

日前の申請に係る交付については、なお従前の例による。  

附  則（令和８年７小ゼ第７９９号）  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 



別表第１（第３条、第６条関係）  

住 宅 用 地 球 温

暖化対策設備  

要件  補助対象経費  

太陽光発電  (1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化  

対策設備導入促進費補助金  

の補助対象となる太陽光発  

電であること。  

(3) ＨＥＭＳ及び蓄電池、Ｖ２

Ｈ、高性能外皮等又はＧＸ高

性 能 外 皮 等 を 同 時 に 設 置 す

るものであること。  

太陽電池モジュール、架台、

接続箱、直流側開閉器、交流

側開閉器（サービスブレーカ

ー）、インバータ、保護装置、

発生電力量計、余剰電力販売

用電力量計、配線及び配線器

具の購入及び設置工事に関

する費用  

燃料電池  (1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化

対 策 設 備 導 入 促 進 費 補 助 金

の 補 助 対 象 と な る 燃 料 電 池

であること。  

燃料電池ユニット、貯湯ユニ

ット、付属品（リモコン、配

管カバー、燃料電池試運転に

係る費用等）、配線、配線器

具、配管及び配管器具の購入

及び設置工事に関する費用  

ＨＥＭＳ  (1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化

対 策 設 備 導 入 促 進 費 補 助 金

の 補 助 対 象 と な る Ｈ Ｅ Ｍ Ｓ

であること。  

データ集約機器、通信装置、

制御装置、モニター装置、計

測機器、配線及び配線器具の

購入及び設置工事に関する

費用  

蓄電池  (1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化

対 策 設 備 導 入 促 進 費 補 助 金

の 補 助 対 象 と な る 蓄 電 池 で

あること。  

リチウムイオン蓄電池及び

電力変換装置（インバータ、

コンバータ、パワーコンディ

ショナ等）で構成される設備

の購入及び設置工事に関す

る費用  



Ｖ２Ｈ  (1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化

対 策 設 備 導 入 促 進 費 補 助 金

の 補 助 対 象 と な る Ｖ ２ Ｈ で

あること。  

Ｖ２Ｈ本体及び付属品（充電

コネクター、ケーブル等）の

購入及び設置工事に関する

費用  

高性能外皮等  

又 は Ｇ Ｘ 高 性

能外皮等  

(1) 未使用品であること。  

(2) 愛知県住宅用地球温暖化

対 策 設 備 導 入 促 進 費 補 助 金

の 補 助 対 象 と な る 設 備 で あ

ること。   

(1) 高断熱外皮については、

外壁、外気に接する天井、

屋根、最下階の床、基礎に

用いる断熱材及び窓（ガラ

ス、サッシ）の購入及び設

置工事に関する費用  

(2) 空調設備については、冷

暖房設備の熱源機及び室

内機（エアコン）の購入及

び設置工事に関する費用  

(3) 給湯設備については、給

湯設備の熱源機及び貯湯

タンクの購入及び設置工

事に関する費用  

(4) 換気設備については、換

気設備（２４時間換気設

備）の本体の購入及び設置

工事に関する費用  

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第７条関係）  

補助の区分  
住宅用地球温暖化

対策設備  
補助金の額  

単体補助  燃料電池  補助対象経費の額又は１００ ,０００

円のいずれか低い額  

ＨＥＭＳ  補助対象経費の額又は１０ ,０００円

のいずれか低い額  

蓄電池  補助対象経費の額又は１５０ ,０００

円のいずれか低い額  

Ｖ２Ｈ  補助対象経費の額又は５０ ,０００円

のいずれか低い額  

一 体 的 導 入

補助（太陽光

発 電 及 び Ｈ

Ｅ Ｍ Ｓ 並 び

に蓄電池、Ｖ

２Ｈ、高性能

外 皮 等 又 は

Ｇ Ｘ 高 性 能

外 皮 等 を 同

時 に 設 置 す

る 場 合 の 補

助 の 区 分 を

いう。）  

太陽光発電  

ＨＥＭＳ  

蓄電池  

太陽光発電に係る補助対象経費の額

又は３０ ,０００円に太陽光発電を構

成する太陽電池の最大出力（単位は 

ｋＷとし、小数点以下第２位未満を切

り捨てた値（出力４ｋＷを超える場合

は、４ｋＷ）。以下同じ。）を乗じて

得た額（その額に１ ,０００円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨て

た額。以下同じ。）のいずれか低い額

に、単体補助の項に掲げるＨＥＭＳ及

び蓄電池の補助金の額を加えた額  

太陽光発電  

ＨＥＭＳ  

Ｖ２Ｈ  

太陽光発電に係る補助対象経費の額

又は３０ ,０００円に太陽光発電を構

成する太陽電池の最大出力を乗じて

得た額のいずれか低い額に、単体補助

の項に掲げるＨＥＭＳ及びＶ２Ｈの

補助金の額を加えた額  



太陽光発電  

ＨＥＭＳ  

高性能外皮等  

（ＺＥＨ）  

太陽光発電に係る補助対象経費の額

又は３０ ,０００円に太陽光発電を構

成する太陽電池の最大出力を乗じて

得た額のいずれか低い額に、単体補助

の項に掲げるＨＥＭＳの補助金の額

及び１００ ,０００円又は高性能外皮

等の設置に係る補助対象経費の額の

いずれか低い額を加えた額  

太陽光発電  

ＨＥＭＳ  

ＧＸ高性能外皮等  

（ＧＸ  ＺＥＨ水

準）  

太陽光発電に係る補助対象経費の額

又は３０ ,０００円に太陽光発電を構

成する太陽電池の最大出力を乗じて

得た額のいずれか低い額に、単体補助

の項に掲げるＨＥＭＳの補助金の額

及び４００ ,０００円又はＧＸ高性能

外皮等の設置に係る補助対象経費の

額のいずれか低い額を加えた額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第１３条関係）  

住宅用地球温

暖化対策設備  
添付書類  補助事業完了日  

太陽光発電  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 固定価格買取制度 (以

下「ＦＩＴ」という。)を

利 用 し な い 場 合 は 太 陽

電 池 モ ジ ュ ー ル の 保 証

書の写し（保証の開始日

が 確 認 で き る も の に 限

る。以下同じ。）  

(2) 次に掲げる明瞭なカ

ラー写真  

ア  設置した住宅等の全景  

イ  太陽電池モジュール

の設置状態（設置さ

れた太陽電池モジュ

ール全ての枚数）が

確認できるもの（明

瞭なカラー写真の添

付が難しい場合は出

力対比表など太陽電

池モジュール枚数が

確認できるものの写

しを添付するこ

と。）  

 ウ  パワーコンディショナ 

（インバータ及び保護  

装置）の型式が確認で  

きるもの  

エ  住宅以外の建物等に  

当該太陽電池モジュー  

ルを設置した場合は、  

補助 対 象 経費 の 支 払が 完

了し た 日 、住 宅 の 引渡 し

日、住所を定めた日又は認

定通知書の認定日（系統へ

の逆 潮 流 を行 わ な い場 合

はこの限りではない。以下

同じ。）のいずれか遅い日  



その連系点  

(3) 余剰売電し、ＦＩＴを

利 用 す る 場 合 は Ｆ Ｉ Ｔ

に 係 る 認 定 通 知 書 等 の

設 備 認 定 が 確 認 で き る

書類（以下「認定通知書」

という。）の写し  

 (4) 余剰売電し、ＦＩＴを

利用 し ない 場 合は 電 力 

会社の発行する「系統連

系に係る契約のご案内」

及 び 電 力 受 給 契 約 を 確

認できる書類の写し  

(5) 余剰売電しない場合

は、太陽電池が屋内電源

の 配 線 に つ な が っ て い

ることがわかる図面  

 

燃料電池  (1) 燃料電池本体の明瞭

な カ ラ ー 写 真 並 び に 燃

料 電 池 ユ ニ ッ ト 及 び 貯

湯 ユ ニ ッ ト 本 体 に 貼 付

さ れ て い る 型 式 及 び 製

造 番 号 が 確 認 で き る 明

瞭なカラー写真  

(2) 設 備 の 保 証 書 の 写 し 

補助 対 象 経費 の 支 払が 完

了した日、設備の保証書に

記載 さ れ てい る 保 証の 開

始日、住宅の引渡し日又は

住所 を 定 めた 日 の いず れ

か遅い日  

ＨＥＭＳ  (1) ＨＥＭＳ本体の明瞭

なカラー写真、本体に貼

付 さ れ て い る 型 式 が 確

認 で き る 明 瞭 な カ ラ ー

写 真 及 び 端 末 モ ニ タ ー

等が起動している状態  

 

 



 が 確 認 で き る 明 瞭 な カ

ラー写真  

(2) 設備の保証書の写し  

 

蓄電池  (1) 蓄電池ユニットの明

瞭 な カ ラ ー 写 真 並 び に

蓄 電 池 ユ ニ ッ ト に 貼 付

さ れ て い る 型 式 及 び 製

造 番 号 が 確 認 で き る 明

瞭なカラー写真  

(2) 設備の保証書の写し  

 

Ｖ２Ｈ  (1) Ｖ２Ｈ本体の明瞭な

カ ラ ー 写 真 並 び に 本 体

に 貼 付 さ れ て い る 型 式

及 び 製 造 番 号 が 確 認 で

きる明瞭なカラー写真  

(2) 設備の保証書の写し  

高性能外皮等  

 

(1) 空調設備及び給湯設

備 の 設 置 状 況 が 確 認 で

き る 本 体 の 明 瞭 な カ ラ

ー写真  

(2) 住宅の引渡証明書等

の写し（引渡日が確認で

きる書類。以下同じ。） 

(3) 次に掲げる書類（交付

申 請 時 に 国 の Ｚ Ｅ Ｈ 支

援 事 業 に 係 る 書 類 を 提

出した場合に限る。）  

ア  国のＺＥＨ支援事業

の 補 助 金 額 確 定 通 知

書の写し  

イ  国のＺＥＨ支援事業  

補 助 対 象経 費 の 支 払 が 完

了した日、国のＺＥＨ支援

事業の補助金確定通知日、

住 宅 の 引渡 し 日 又 は 住 所

を 定 め た日 の い ず れ か 遅

い日  

 

 



   の完了報告の写し   

ＧＸ高性能外

皮等  

 

(1) 空調設備及び給湯設

備 の 設 置 状 況 が 確 認 で

きる本体の明瞭なカラ  

ー写真  

(2) 住宅の引渡証明書等

の写し  

(3) 次に掲げる書類（交付

申 請 時 に Ｇ Ｘ  Ｚ Ｅ Ｈ

水 準 の 基 準 を 満 た す 国

の Ｚ Ｅ Ｈ 支 援 事 業 に 係

る 書 類 を 提 出 し た 場 合

に限る。）  

ア  国のＺＥＨ支援事業

の 補 助 金 額 確 定 通 知

書の写し  

イ  国のＺＥＨ支援事業

の完了報告の写し  

 

 

 


